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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の 
一部を改正する省令案について 

（平成２５年５月１７日 諮問第１２号） 

 

［技術基準適合自己確認制度の対象設備の拡大に伴う制度整備］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （成田課長補佐、安倍係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波部電波環境課 

                         （小笠原電波環境推進官、菊池主査） 

                         電話：０３－５２５３－５９０８ 
 



諮問第 12号説明資料 

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の 

一部を改正する省令案について 
―技術基準適合自己確認制度の対象設備の拡大― 

１ 諮問の概要 

技術基準適合自己確認制度は、他の無線局の運用を著しく阻害するよ

うな混信その他の妨害を与えるおそれが少ない無線設備について、製造

業者自らが電波法に定める技術基準に適合していることを確認する制

度であり、製品の迅速な市場投入を目的に平成16年に導入された。現在、

携帯電話端末やＰＨＳ端末等が対象設備となっている。 

昨今、スマートフォンなどの携帯電話の多くに無線ＬＡＮが内蔵され

る状況となっているが、無線ＬＡＮが技術基準適合自己確認制度の対象

となっていないことから、携帯電話端末として自己確認できても、携帯

電話全体として自己確認できない状況にある。 

このような状況を踏まえ、技術基準適合自己確認制度の対象設備に

「携帯電話端末、ＰＨＳ端末等と同一の筐体に収められている無線ＬＡ

Ｎ」を追加するための特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

の一部を改正するものである。 

２ 改正の概要 

「携帯電話端末、ＰＨＳ端末等と同一の筐体に収められている無線Ｌ

ＡＮ」について、新たに技術基準適合自己確認制度の対象とするため、

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正するも

のである。 

本件については、平成24年7月10日に閣議決定された「規制・制度改

革に係る方針」及び平成24年12月25日にとりまとめられた「電波有効利

用の促進に関する検討会」（座長：土居 範久 中央大学研究開発機構

教授）の報告書に基づき、無線設備の技術基準、使用の態様、他の無線

局に混信等を与える影響の度合いを考慮して措置するものである。 

なお、平成25年3月16日から4月15日にかけて、本件を内容とする省令

改正案について意見募集を行ったが、当該改正案の内容に修正等を要す

る意見はなかった。 
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無線設備 

設計図等 

認証マーク 
の貼付 

１．基準認証制度 

申請 証明 

登録証明機関 
メーカー 

（認証取扱業者） 

技術基準への適合性を審査 
製造 

総務省へ届出 認証コードを通知 

メーカ 

自ら、試験と技術基準への適合性を確認 

総務省 

製造 

メーカ 
（届出業者） 

 小規模な無線局に使用する無線設備（携帯電話端末、ＰＨＳ端末、無線ＬＡＮ、電子ダグ等）について、事前に、技術基準
への適合性を登録証明機関が証明する制度 

（１）一定の条件を満たす無線局の免許が不要、（２）複数の無線局に対する包括的な免許を付与、 
（３）無線局開設の際の検査の省略 

基準認証制度とは 

基準認証制度の効果 

③ 技術基準適合自己確認（自ら、試験と技術基準への適合性を確認） 

① 技術基準適合証明（１台ずつの試験により審査） 
② 工事設計認証（工事設計書の審査に加え、サン 
            プルを実測するなどして審査） 

登録証明機関：小規模な無線局に使用する無線設備について、電波法に定める 
      技術基準に適合していることの審査及び証明等を行う者として、 
      総務大臣に登録した者。現在14機関（平成25年4月末現在） 
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〔参 考〕 

①現在の対象設備 
 携帯電話端末、ＰＨＳ端末、広帯域移動無線アクセスシステム、コードレス電話端末
２１設備 
 
②これまでの実績：１２０件（平成１６年５月～平成１９年１１月） 
 携帯電話端末（８９件）、ＰＨＳ端末（５件）、コードレス電話（２６件） 

《電波法第３８条の３３第１項》 

 特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混
信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの（以下「特別特定無線設備」という。）の製造業
者又は輸入業者は、その特別特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計（当該
工事設計に合致することの確認の方法を含む。）について自ら確認することができる。 

 

《特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第２条第２項》 

 法第３８条の３３第１項の特別特定無線設備は、・・・・・に掲げる特定無線設備とする。 

 

 

ここで具体的設備を規定 

２．技術基準適合自己確認制度の現状 
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 メーカは、携帯電話全体と
して自己確認が可能 
 
 
 登録証明機関で工事設計認
証を受けるために要する時間
及び費用の削減が可能となり、
製品の迅速な市場投入が可能 

技術基準適合自己確認制度の対象設備の拡大 

これまで 

 携帯電話端末は、技
術基準適合自己確認の
対象設備であることか
ら、メーカは自己確認
を行い、市場へ出荷 

現 在 

第２世代携帯電話 
・携帯電話の無線
設備のみ 

無線LANが
内蔵された
携帯電話の
普及 

 携帯電話端末は、自己確認の対
象設備であるが、無線LANが対象
でないことから、携帯電話全体として
自己確認できない 
 
  
 メーカは、登録証明機関で工事
設計認証を取得し、市場へ出荷 

 技術基準適合自己確認制度の対象設備として、新たに「携帯電話端末、ＰＨＳ端末等と同一
の筐体に収められている無線ＬＡＮ（小電力データ通信システム）」を追加 

 携帯電話端末、ＰＨＳ端末等と同一
の筐体に収められている無線ＬＡＮを、
新たに自己確認の対象として追加 

スマートフォンなど 
・携帯電話の無線設備 
・無線LANの無線設備 

改正後 
メーカ 登録証明機関 メーカ 
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規制・制度改革に係る方針 
 

           平成２４年７月１０日  
           閣  議  決  定 

 
 行政刷新会議の下の「規制・制度改革委員会」における規制・制度改革に関する検討の結果
を踏まえ、別紙のとおり、「規制・制度改革に係る方針」を定める。 
 別紙の事項について、各府省は早期に措置し、内閣府はその内容及び進捗状況を四半期ご
とに確認し、公表する。 

別紙（※関係部分のみ掲載） 

〔参考１〕規制・制度改革に係る方針 

事項名 規制・制度改革の内容 実施 
時期 

法律事項・政令事項・省令事項 
所管 
省庁 法律 政令 省令 その他 

運用等 

無線設備の技
術基準適合自
己確認制度の
適用対象拡大 

無線ＬＡＮ等を含む特定無線設備について、
電波法に定める技術基準への適合性の自己確
認ができるように特別特定無線設備の範囲の
拡大に向け、関係団体等と共に検討を行い、
国際的動向等を踏まえつつ結論を得る。 

平成24年度 
検討・結論 

● 総務省 
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自己確認制度の対象拡大 

 欧米諸国では、認証マークを貼付しない無線機器等は流通できない仕組みが一般化さ
れている。欧州では、無線設備の技術基準適合性を製造業者が自ら確認し宣言する自己
宣言制度を採用しているが、製造業者等は欧州各国での法令不履行を回避するなどの目
的のため、第三者機関が技術基準適合性の確認に関与する場合も多い。また、米国では
我が国と同様、第三者機関と自己確認による認証の双方を採用しており、自己確認は受
信専用設備や情報通信機器など、意図して電波を発射しない機器等に留めている。 

 我が国の技術基準適合自己確認制度では、他の無線局の運用を著しく阻害するような
混信等を与えるおそれの少ない携帯電話端末等について対象としているが、前述のような
国際動向等を踏まえ、無線設備の技術基準、使用態様、他の無線局に混信妨害を与え
る影響の度合いを勘案し、例えば、携帯電話端末に搭載された無線LANシステムについ
て対象とすることを検討することが適当である。 

 なお、このような自己確認制度の新たな対象範囲の拡大に当たっては、技術基準不適合
機器の流通拡大へのリスクが存在するため慎重な検討を行うことが必要である。 

「電波有効利用の促進に関する検討会」報告書 

〔参考２〕電波有効利用の促進に関する検討会報告 
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                                     資料２  

 

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                平成２５年５月１７日 

 

 

 

電波法施行規則の一部を改正する省令案について 
（平成２５年５月１７日 諮問第１３号） 

 

［携帯電話中継装置への免許情報告知制度の適用］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （成田課長補佐、安倍係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局監視管理室 

                         （浅見電波監視官、横谷係長） 

                         電話：０３－５２５３－５９１２ 
 



諮問第 13号説明資料 

 

電波法施行規則の一部を改正する省令案について 

（携帯電話中継装置への免許情報告知制度の適用） 

 

 

１ 諮問の背景 

  携帯電話の利用の拡大に伴い、電波の届きにくいビルの地下等においても携帯電話を利

用したいというニーズが高まっている。このような中で、携帯電話事業者以外の者が、免

許を受けずに不法に携帯電話中継装置を設置し、携帯電話基地局等に重大な障害を与える

事例が後を絶たない。 

  これまでにも、総務省及び携帯電話事業者は、このような装置の設置者に対して使用を

やめるよう指導等してきたところであるが、今後、新たな周波数帯（バンド）の利用やス

マートフォン等多様な端末の利用拡大に伴い、このような装置を原因とする障害が拡大す

るおそれがある。 

  一般消費者においては、このような携帯電話中継装置の設置が違法であり、携帯電話基

地局等に障害を与えることを知らずに使用していることが多いことから、障害の拡大を防

止するため、販売者が販売する前に「設置には免許が必要」である旨告知することを義務

付けることとしたものである。 

 

２ 改正の概要 

  携帯電話の中継のための無線局に使用される周波数の電波を使用する無線設備を指定無

線設備として追加し、免許情報告知制度の対象とすること。 

 

３ 施行期日 

  平成 25 年７月１日施行（予定） 
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不法携帯電話中継装置について 

 

 

１ 不法携帯電話中継装置とは 

 電波の届かない地下の店舗やビル内において、携帯電話での通信を可能にするため、携帯

電話事業者以外の者によって不法に設置されている中継装置で、一般に「無線局の免許がい

らない」等のうたい文句で販売されているもの。 

 こうした不法携帯電話中継装置による電波が、携帯電話基地局等からの正規の電波を妨害

し、今まで使えていた携帯電話が使えなくなるという事例が多発している。 

 なお、不法携帯電話中継装置を設置・運用した場合は、電波法違反であり処罰の対象とな

りうる。 

 

２ 携帯電話中継装置の概念図 

 
 

 

 

 

 

地下店舗等 

中継装置本体 

基地局からの電波
は直接届かない 

携帯電話事業者 

 

  

屋外ユニット 

基地局 
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免許情報告知制度について 

 

１ 免許情報告知制度とは 

  不法無線局に使用されるおそれの高い無線設備を指定無線設備として指定 することに

より、次のような措置が可能な 不法無線局の未然防止対策（平成６年度から実施） 

現在、不法市民ラジオ、不法パーソナル無線及び不法アマチュア無線 に使用されるおそ

れの高い無線設備を指定 

 

  

 

 

 

 

《免許情報告知制度の概要》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定無線設備の指導状況 

【年度別指定無線設備販売状況調査指導件数推移】 

年度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

調査店舗数 295 186 203 264 211 

指定無線設備を販売していた店舗数 110 82 73 101 98 

 第一段階のみ不履行※１ 1 0 1 1 3 

第二段階のみ不履行※２ 15 11 10 14 18 

全段階告知不履行※３ 5 5 0 2 5 

指導店舗数合計 21 16 11 17 26 

 

 

 

 

①  販売業者（小売業者）に購入者に対する２段階（販売前及び販売時点）の無線局免

許取得に関する告知義務を賦課 
②  義務違反者には改善の指示が可能であるほか、必要に応じ報告徴収や立入検査も可

能。指示違反等には 30万円以下の罰金が賦課 

無 線 局 の 

免 許 申 請 

購  入  者 

不法無線局に使用されるおそれの高い

無線設備（指定無線設備）の指定 
指定無線設備の 
小売業者 

      第一段階： 販売契約締結前 

       指定無線設備を使用している無線局を開設しようとする

ときは免許が必要な旨を告知 

      第二段階： 販売契約締結時 

       次の情報を記載した書面を交付 

       １ 無線局免許が必要であること。 

       ２ 無免許で無線局を開設した場合には刑罰に 

処せられること 

       ３ 免許の申請先 

告 

知 

※１ 指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要である旨を、口頭で又は見やすく掲示する等して、

相手方に告知していない店舗 

※２ 指定無線設備の販売後、購入者に対し、(1)無線局の免許が必要であること、(2)無免許で無線局を開設した場合には電波

法で定める刑罰に処せられること、(3)免許申請書の提出先を記載した書面を交付することの３点が履行されていない店舗 

※３ 上記１及び２のいずれにも該当する店舗 

総 務 大 臣 
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３ 新たに追加する指定無線設備へのこれまでの対応状況 

平成 13 年初頭から、携帯電話中継装置、回線補償器と呼称される技術基準に適合しない無

線設備（不法携帯電話中継装置）が発射する電波により、近隣の携帯電話の基地局等に障害

が発生する事例が多発したため、総合通信局と携帯電話事業者が連携し、当該中継装置の撤

去のための対策を講じてきたところ。 

一方で、国内では販売していないなどと称して、引き続き製造・販売を続ける業者もあり、

平成 24 年度においても、254 件の妨害が発生し、妨害に至らない案件も含め、206 件につい

て、当該中継装置の撤去等の対策を実施している。 

 

４ 指定無線設備の要件について 

 法第 102 条の 13の規定に係る要件及び対応する現状等を確認した結果、いずれにも適合す

ると認められる。 

指定の要件 現状等 

１ 法第４条の規定に違反して開設され

る無線局のうち特定の範囲の周波数

の電波を使用するもの（以下「特定

不法開設局」という。）が著しく多数

であると認められること。 

 平成 24年度において、当該設備による妨害が

254 件確認されている。これは、重要無線通信妨

害のうち特定の機器原因であることが判明した

８件（外国製無線機等）に比べて著しく多数で

あるといえる。 

２ 上記１の特定の範囲の周波数の電波

を使用する無線設備（法第４条各号

に掲げる無線局に使用されるおそれ

の少ないものを除く。以下「特定周

波数無線設備」という。）が広く販売

されているため特定不法開設局の数

を減少させることが容易でないと認

められること。 

 当該無線設備は、インターネット等により、

全国的に販売されているものであり、容易に入

手又は購入できることから、特定周波数無線設

備が広く販売されていることは明らかであり、

流通のし易さも手伝って個別の取締りに一層の

困難が伴うことから、特定不法開設局の数を減

少させることが容易でないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



現在指定されている指定無線設備の概要 

 

市民ラジオ 

パーソナル無線 

アマチュア無線 

１．不法市民ラジオ（26.1MHz～28MHz） 

国内で使用を認められている市民ラジオの空中線電力は、0.5

ワット以下と定められているが、不法市民ラジオの空中線は、数ワ

ットのものから、電力増幅器を付加し、数キロワットに及ぶものも存

在する。 

＜妨害事例＞ 

・テレビの画面・音声が乱れ、視聴が困難になる。 

・漁業用無線を妨害し、漁船の緊急通信が困難になる。 

３．不法アマチュア無線（144MHz～146MHz、430MHz～440MHz） 

アマチュア無線は、無線従事者の資格及び無線局免許が必

要。また、無線従事者の資格及び無線局免許があっても、無線局

免許状に記載されていない周波数の使用は禁じられている。アマ

チュア無線を改造し、アマチュアバンド以外の周波数が使用できる

ようにしたものも存在する。 

＜妨害事例＞ 

 消防用無線、鉄道用無線等の重要無線通信に妨害を与える。 

２．不法パーソナル無線（889MHz～911MHz） 

パーソナル無線には、操作資格は必要なく、無線局の免許が

必要。 

パーソナル無線に改造を加え、出力を大きくしたり、指定さ

れたチャンネル以外の周波数で電波の発射を可能にしたもの。

改造品の場合も技適マークがそのまま貼付されていることが

あるが、このような機器は使用できない。 

＜妨害事例＞ 

・携帯電話が使用できない。 

・ＭＣＡ陸上移動無線が利用できない。 
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電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                平成２５年５月１７日 

 

 

 

広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための 
特定基地局の開設指針の制定について 

（平成２５年５月１７日 諮問第１４号） 

 

［2,625MHzを超え2,650MHz以下の周波数を使用する特定基地局］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （成田課長補佐、安倍係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局移動通信課 

                         （髙田課長補佐、梅城係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８９３ 



広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための 
特定基地局の開設指針の制定について 

～2,625MHzを超え2,650MHz以下の周波数を使用する特定基地局～ 

総合通信基盤局 

平成２５年５月 

諮問第１４号説明資料 



広帯域移動無線アクセスシステム用周波数の割当てについて 

① 近年のデータ通信トラヒックの急増に対応するとともに、ＢＷＡの高度化（150Mbps超の通信速度による
高速ブロードバンドサービスの提供）を可能とするため、2.5GHz帯の周波数割当てを拡大 

② 最大２０ＭＨｚ幅を割当て 
※既存事業者は10MHz幅の割当てを希望することも可能 

③ 割当ての審査は絶対審査基準（最低限満たすべき基準）と競願時審査基準により実施（詳細は次頁以降） 

④ 競願時審査基準による審査を点数化するとともに、配点を事前に公表 

2545 ［MHz］ 

ＢＷＡ 
（Wireless City Planning） 

ガ
ー
ド
バ
ン
ド
 

ＢＷＡ 
（ＵＱコミュニケーションズ） 

2575 2625 2650 

地域 
ＢＷＡ 

ガ
ー
ド
バ
ン
ド
 

2595 2582 2592 

ガ
ー
ド
バ
ン
ド
 

ガ
ー
ド
バ
ン
ド
 

衛星携帯 
電話 

（N-STAR） 

2535 

衛星携帯 
電話 

（N-STAR） 

2660 

今回の割当 
対象周波数 

2.5GHz帯の周波数割当て状況 

広帯域移動無線アクセスシステム（Broadband Wireless Access system) 

公衆向けの高速データ通信サービスを行うための無線システム。平成19(2007)年に制度化を行い導入し、全国をサービス提供範囲として２者が
電気通信事業を行っている。 

基本的考え方 

1 

(注) 他の免許人の無線局との干渉回避 
 のため、ガードバンドとして５MHzが必要 

 周波数再編アクションプラン（平成24年10月改定版）において、2.5GHz帯でＢＷＡが使用する周波数の拡大を図ることとしている。 

 これまで、同周波数帯のニーズを把握するための調査を実施（平成24年11月）するとともに、同周波数帯の割当ての検討等に資
するため、臨時の電波の利用状況調査を実施し、その調査結果及び評価結果を公表（本年３月及び４月）する等してきたところ。 

 今般、これらを踏まえ、以下のとおり、ＢＷＡの高度化のための特定基地局の開設指針の制定を行うこととするもの。 
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１．特定基地局の範囲 

 ＢＷＡの基地局及び陸上移動中継局で、下記２の周波数を使用するものとする。 

２．使用する周波数 

 全国において、2,625MHzを超え2,650MHz以下の周波数とする。 

 ただし、2,645MHzを超え2,650MHz以下の周波数を使用するときは、人工衛星局に対する混信防止措置を講じ 
なければならない。 

３．特定基地局の配置及び開設時期 

(1) 認定から４年後の年度末までに、各総合通信局の管轄区域内の人口カバー率※が50%以上になるように 
特定基地局を配置しなければならない。 
※約500m四方の区域ごとにエリア化の有無を判定して算出（従来は全ての市町村事務所等をカバーした際に、当該市町村全域をカバーしたとして計算） 

(2) 認定から２年後の年度末までに、高度ＢＷＡ基地局※の運用を開始しなければならない。 
※150Mbps超の通信速度を実現可能なシステムで、使用する無線設備と同等以上の通信速度を有する回線を使用する基地局に限る 

(3) 全ての都道府県において、特定基地局の運用を開始しなければならない。 

４．電波の能率的な利用を確保するための技術の導入 

 適応多値変調、キャリアアグリゲーション技術その他の電波の能率的な利用を確保するための技術を 
用いなければならない。 

５．開設計画の認定等 

(1) 申請できる周波数幅は、20MHz（既存事業者は10MHz又は20MHz）とする。 

(2) 絶対審査基準に掲げる要件について審査を行い、要件全てに適合する申請に対して認定を行う。 
ただし、要件を満たす申請が２以上の場合には、競願時審査基準に従い、認定を行う。 
※ＢＷＡ事業を譲渡若しくは廃止した者は劣後 

(3) その他 
① 認定開設者は、四半期ごと又は総務大臣から求められた場合に、開設計画の進捗を示す書類を総務大臣に 

提出しなければならない。 
② 総務大臣は、①の書類について、開設指針及び開設計画に基づき適切に実施されていることを確認し、 

当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 
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以下の事項並びに前頁の１～４及び５(1)の事項に全て適合していること 

(１) 基地局設置場所の確保、設備調達及び設置工事体制の確保に関する計画を有すること 

(２) 無線設備に関する技術的検討等の実績・計画及び基地局運用に必要な電気通信設備の調達・運用・保守に関する計画
を有すること 

(３) 無線従事者及び電気通信主任技術者の配置計画を有すること 

(４) 障害・輻輳を防止し又は最小限に抑える計画を有すること 

(５) 設備投資等に必要な資金調達の計画及び認定の有効期間（５年間）の満了までに単年度黒字を達成する収支計画を有
すること 

(６) 法令遵守、個人情報保護及び利用者利益保護（広告での通信速度及びサービスエリア表示等を含む。）のための対策及
び当該対策を実施するための体制整備の計画を有すること 

(７) 既設無線局等への妨害防止措置を行う計画を有すること 

(８) ＢＷＡの免許を有しない者に対する卸電気通信役務又は電気通信設備の接続の方法（MVNO）による基地局の利用を促
進するための計画を有していること 

(９) 認定の有効期間（５年間）の満了までに指定済周波数におけるＢＷＡシステムを高度化する計画を有すること（既存事業
者のみ） 

(10) 携帯電話事業者、又は携帯電話事業者若しくはＢＷＡの免許を有する者との間で直接・間接を問わず議決権の３分の１
以上を保有する関係にある者でないこと 

※ＢＷＡ事業を譲渡若しくは廃止した者は劣後 

絶対審査基準（最低限満たすべき基準） 

上記基準を満たす者が２以上の場合は、競願時審査基準により審査 



広帯域移動無線ｱｸｾｽｼｽﾃﾑの高度化のための特定基地局の開設指針の骨子③ 4 

【第２基準】以下の基準への適合の度合いがより高いこと （基準Ｆ・Ｇは、既存事業者２者を審査する場合に限る。） 

審査事項 

基準Ａ 認定から４年後の年度末における、高度ＢＷＡ基地局の人口カバー率（５％単位で区分したもの）がより大きいこと 

基準Ｂ 
特定基地局（屋内等に設置するもの及び屋内において通信を可能とするもの）の開設に関する具体的な計画及び特
定基地局の信号の伝送速度の向上に資する技術の導入その他電波の能率的な利用を確保するための技術の導入
に関する具体的な計画がより充実していること 

基準Ｃ 

特定基地局の運用に必要な電気通信設備に係る次の対策その他当該電気通信設備の安全・信頼性を確保するため
の対策に関する具体的な計画がより充実していること 

(1) 停電対策 
(2) 伝送路設備の損壊対策 
(3) 地方公共団体が定める防災に関する計画及び地方公共団体が公表する自然災害の想定に関する情報を考慮

した津波、冠水その他の自然災害の対策 

基準Ｄ 多数の者（携帯電話事業者を除く）に対する、電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続その他の多様な方法に
よる特定基地局の利用を促進するための具体的な計画がより充実していること 

基準Ｅ 申請者に指定済周波数を割り当てていないこと又は申請者に割り当てている周波数の幅に対する当該周波数に係る
電気通信役務の契約数が大きいこと 

基準Ｆ・Ｇの審査は、申請者が既存事業者のみの場合、又は、全既存事業者の基準Ａ～Ｅへの適合の度合いが全新規事業者より高い場合に実施 

基準Ｆ 認定から４年後の年度末における、指定済周波数の基地局の人口カバー率、及び指定済周波数の基地局のうち高
度ＢＷＡ基地局相当のものの人口カバー率（それぞれ５％単位で区分したもの）がより大きいこと 

基準Ｇ 
指定済周波数を使用する基地局（屋内等に設置するもの及び屋内において通信を可能とするもの）の開設に関する
具体的な計画及び指定済周波数の基地局の信号の伝送速度の向上に資する技術の導入その他指定済周波数にお
ける電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する具体的な計画がより充実していること 

※第２基準で同順位の場合… ○新規事業者である者を上位者とする 
 ○既存事業者間においては、割当てを希望する周波数幅が小さい者を上位者とする 

【第１基準】認定から４年後の年度末における人口カバー率（５％単位で区分したもの）がより大きいこと 

以下の基準の順序に従い審査を行って順位付けをし、その上位者を認定。 競願時審査基準 
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審査事項 評価方法 配点 

基準Ａ 
高度BWA基地局の人口カバー率がより大きい
こと 

他の申請者より大きいこと 
Ｎ－１ 
（最高点） 

基準Ｂ 

屋内エリア化及び高速化技術の導入その他
電波の能率的な利用を確保するための技術
の導入に関する具体的な計画がより充実して
いること 

他の申請者よりも計画が優位であること 
 評価の観点：①屋内エリア化の対応、②高速化技術の導入、③その他技術の導入 

Ｎ－１ 
（最高点） 

基準Ｃ 
電気通信設備の安全・信頼性を確保するため
の対策に関する具体的な計画がより充実して
いること 

他の申請者よりも計画が優位であること 
 評価の観点：①停電対策、②伝送路断対策、③ハザードマップを考慮した災害対策、④そ

の他対策 

Ｎ－１ 
（最高点） 

基準Ｄ 

多数の者に対する電気通信役務の提供又は
電気通信設備の接続その他の多様な方法に
よる基地局の利用を促進するための具体的な
計画がより充実していること 

他の申請者よりも計画が優位であること 
 評価の観点：①サービス提供方法の多様性、②サービス提供対象者※の多数性 

                                 ※携帯電話事業者を除く 

Ｎ－１ 
（最高点） 

基準Ｅ 
指定済周波数を有していないこと又は指定済
周波数幅に対する契約数の割合がより大きい
こと 

以下のいずれかに該当すること 
①BWA用の周波数の割当てを受けていない（新規事業者である）こと 
②指定済周波数幅※に対する契約数の割合が全ての既存事業者の平均値より
大きいこと    ※運用制限のある周波数を除く。 

Ｎ－１ 

基準Ｆ・Ｇの審査は、申請者が既存事業者のみの場合、又は、全既存事業者の基準Ａ～Ｅの点数の合計が全新規事業者より高い場合に実施 

基準Ｆ 
指定済周波数における人口カバー率がより高
いこと 

他の既存事業者より大きいこと 
 評価の観点： ①基地局の人口カバー率、 

  ②高度BWA基地局相当の基地局の人口カバー率 
Ｎ－１ 

基準Ｇ 

指定済周波数における屋内エリア化及び高速
化技術の導入その他電波の能率的な利用を
確保するための技術の導入に関する具体的
な計画がより充実していること 

他の既存事業者よりも計画が優位であること 
 評価の観点：①屋内エリア化の対応、②高速化技術の導入、③その他技術の導入 

Ｎ－１ 

審
査
方
法 

‒ 審査の透明性・客観性を確保する観点から、各基準への適合度合いを点数化し、合計点数の高低により順位を確定する。 
‒ 既存事業者２者を審査する場合には、基準Ｆ・Gの審査を追加し、当該基準の点数を加えた合計点数により既存事業者間の順位を確定する。 
‒ 各基準は電波の有効利用の促進の観点からいずれも重要であることから、各基準の配点（最高点）は同点とする。 
‒ 基準Ａ～Ｄの審査は対抗的審査（２者間の総当たり）により実施し、付与する点数は、「（他の申請者より優位と判定した数）×１」点とする。 
‒ 基準Ｅ～Gの審査は、評価方法に記載された事項に該当する場合に配点欄に記載した点数を付与する。 
‒ 基準Ｂ～Ｄ・Ｆ・Ｇの審査は、各観点における評価が優れているものの数が多い計画を優位とする。 

Ｎ：絶対審査基準に適合した申請の数 
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今後の予定 平成２５年５月下旬頃 開設指針 公布・施行、開設計画 申請受付 
     ６月下旬頃 開設計画 申請締切 
     ７月以降 開設計画の認定に関する電波監理審議会への諮問 

意見募集の結果 意見募集期間：平成25年４月13日～同年５月13日 【意見提出 13件】 

提出された意見（概要） 意見に対する総務省の考え方（概要） 

 本案に賛同。速やかな周波数割当てを希望。 
【UQｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ、Wireless City Planning、NTTドコモ、KDDI、ｲﾝﾃﾙ、個人１者】 

 本案に賛成の意見として承ります。 

 メッシュ単位の人口カバー率は、高トラヒック地域からのエリア展開を確認す
る手段として有益だが、計算方法を一般にもわかりやすいよう明確化すべき。 

 人口カバー率は、エリア判定がメッシュとなる以外は従来と同様の算出方法
ですので、申請マニュアルにおいて一層の明確化を図ります。 

 屋内エリアは、屋内基地局数のみでなく、エリア化方針についても評価すべき。  審査及び認定並びに四半期報告の確認に当たっての参考意見として承りま
す。  衛星システムへの混信防止措置が記載事項となっているが、それが情報通

信審議会での検討結果を踏まえ適切であるか評価し、公表することが必要。 
【NTTドコモ】 

 20MHz幅を申請する際の記載事項から、衛星への干渉防止対策を除外して
いるが誤りではないか。 【ＵＱコミュニケーションズ、NTTドコモ、スカパーJSAT】 

 指摘箇所については、誤植であり修正しています。 

 全国BWAが高度化する一方、地域BWAが取り残される不安があり、新たな通
信方式の導入だけでなく、20MHz幅の利用等も含め、引き続き地域BWAに注意
を払ってほしい。           【地域WiMAX推進協議会、地域BWA事業者】 

 今後の地域BWAの制度整備に当たっての参考意見として承ります。 

 帯域制御をしていないという点も審査基準に加えるべきではないか。  帯域制御を行わないことをもって電波の公平かつ能率的な利用の確保に資
するとまでは言えないことから、基準としていません。 

 既存帯域と連続使用可能な場合は25MHz幅の割当てを行うべき。 
【個人】 

 割当て幅については、技術基準は最大で20MHz幅しかないこと等から、最大
20MHzとしています。 

 累積赤字等を一掃していない既存事業者への割当ては時期尚早であり、新
規事業者のみを割当ての対象とすべき。 

【個人】 

 今回の割当ては、臨時の電波利用状況の調査結果及び評価等を踏まえ、
データ通信の急増に対応しつつ、BWAの高度化を可能とするために行うもので
あるため、既存事業者も対象とすることが適当と考えます。 
 なお、開設計画の実施状況について、四半期ごとに総務大臣が確認の上公
表する等の措置を通じ、BWA事業の適切な実施を確保することとしております。 

 ソフトバンク系は利用者数に比して周波数帯を多く保有しており、BWA事業者
のグループ会社の携帯電話利用者数も考慮した周波数配分が必要。 【個人】 

 BWAと携帯電話は別システムであることから、BWA事業者間において評価す
ることとしています。 

 N-STARを2GHz帯に移行し、2.5GHz帯を再編して割り当てるべき。 
【個人】 

 2.5GHz帯については、既に平成24年12月に実施した周波数割当計画の変更
等の制度整備においてBWAとして利用することとしているものです。 
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 携帯電話の基地局等、同一の者が相当数開設する必要がある無線局（特定 
 基地局）については、開設計画（基地局の整備計画）の認定を受けた事業者の 
 みが特定基地局の免許申請が可能。【電波法第27条の17】 

 開設計画の認定は、以下の手順を経て行うこととされている。 
【電波法第27条の12・第27条の13】 

 ①総務大臣が開設指針（割当方針）を公示［電波監理審議会への諮問・答申が必要］ 
 ②開設計画の申請の受付 
 ③開設指針に照らして審査・認定［認定は電波監理審議会への諮問・答申が必要］ 

開
設
指
針
に
照
ら
し
た
審
査 

開
設
計
画
の
認
定 

[

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集] 

案
の
公
表 

特
定
基
地
局
の
開
設
指
針(

割
当
方
針) 

電
波
監
理
審
議
会
へ
の
諮
問
・
答
申 

開
設
指
針
の
公
示 

電
波
監
理
審
議
会
へ
の
諮
問
・
答
申 

開
設
計
画
の
申
請
の
受
付 

開設指針の規定事項 

○ 使用させることとす 
 る周波数及びその使 
 用に関する事項 
 （認定対象周波数等） 

○ 特定基地局の配置及 
 び開設時期に関する 
 事項（人口ｶﾊﾞｰ率等） 

○ 終了促進措置（周波 
 数移行措置）に関す 
 る事項 

○ 審査方法 

開設計画への記載 
事項 

○ 希望する周波数 
 の範囲 

○ 特定基地局の設 
 置場所及び開設 
 時期 

○ 終了促進措置の 
 内容 

制
度
の
概
要 

具
体
的
な
手
続
き
の
流
れ 
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データの送信側と受信側のそれぞれで、複数のアンテナを使い、一度に複数の情報を送ることができる技術。 

空間多重方式 

MIMOなし（ＢＷＡ以前の通信技術） 

送信側と受信側の機器で 
それぞれアンテナを１本ずつ使用 

2x2MIMO（従来のＢＷＡ） 

送信側と受信側の機器で 
それぞれアンテナを２本ずつ使用 

送
信
機 

受
信
機 

送
信
機 

受
信
機 

２倍に高速化 

          ま い も 

通称：MIMO（Multiple-Input and Multiple-Output） 

4x4MIMO（高度化したＢＷＡ） 

送信側と受信側の機器で 
それぞれアンテナを４本ずつ使用 

送
信
機 

受
信
機 

更に２倍に高速化 

周波数帯Ａ 周波数帯Ｂ 

キャリアアグリゲーションなし（従来のＢＷＡ） 

周波数が連続していない場合、同時に使用することができない 

通信波 通信波 

他の利用者がおらず通信波（周波数）に余裕があっても、 
どちらか１つの通信波しか利用することができない 

× 

周波数帯Ａ 周波数帯Ｂ 

キャリアアグリゲーションあり（高度化したＢＷＡ） 

周波数が連続していなくても、束ねて同時に使用することが可能 

通信波 通信波 

通信波（周波数）を柔軟に使用できるようになり、周波数利用効率が高まる 

異なる通信波を束ねることで、周波数が連続していなくても、広い帯域を確保し、高速通信を実現する技術。 

         しーえー 

通称：CA（Career Aggregation） 

最大通信速度 キャリアアグリゲーション なし あり 

周波数幅 10MHz 20MHz 10MHz+10MHz 10MHz+20MHz 20MHz+20MHz 

空
間
多

重
方
式 

MIMOなし 28 Mbps 56 Mbps 56 Mbps 84 Mbps 112 Mbps 
2x2 MIMO 56 Mbps 112 Mbps 112 Mbps 168 Mbps 225 Mbps 
4x4 MIMO 112 Mbps 225 Mbps 225 Mbps 337 Mbps 450 Mbps 

キャリアアグリゲーション 

上り：下り比率が１：３の場合の
下り方向の伝送速度 
※150Mbps超の速度を達成可
能な組合せを「高度ＢＷＡ基
地局」と定義 
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市町村事務所方式 

市町村※１における全ての市町村事務所等※２をカバー 
した際に、当該市町村全域をカバーしたものとして計算。 
※１ 東京23区を含み、平成22年度国勢調査(H22.10.1)時点において、1750市区町村（786

市23区757町184村） 
※２ 市役所・町村役場及びその出張所 

メッシュ方式 

全国を約500メートル四方※のメッシュに区切り、メッシュ
の過半をカバーした際に、当該メッシュをカバーしたもの
として計算 
※ 平成22年度国勢調査(H22.10.1)時点において、全国47万7,172メッシュ 

○ 
100% 

○ 
90% 

× 
40% 

× 
１0% 

塗りつぶし 
部分が 

カバーエリア 

メッシュ内の過半 
（50%超）をカバーし、 
このメッシュはカバー済 

メッシュ内の半分も 
カバーできておらず、 
このメッシュは未カバー 市町村事務所 

（市役所・町村役場） 

出張所 

○ ○ 

× × 

塗りつぶし 
部分が 

カバーエリア 

全ての市町村事務所 
や出張所をカバーし、 

この市町村は 
カバー済 

カバーできていない 
市町村事務所や 
出張所があるため、 
この市町村は未カバー 

これまでの人口カバー率計算方法 今回の人口カバー率計算方法 

メッシュ１ メッシュ２ 

メッシュ３ メッシュ４ 

市町村Ａ 
市町村Ｂ 

市町村Ｃ 

市町村Ｄ 

（計算例） （計算例） 

人口カバー率＝ 
市町村Ａ・Ｂ の人口 

市町村Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ の人口 
人口カバー率＝ 

メッシュ１・２ の人口 
メッシュ１・２・３・４ の人口 

※いずれの場合においても、人口は国勢調査 
における常住地の人口（夜間人口）を使用 

約500ｍ  
（緯度の間隔：15秒） 

約500ｍ（経度の間隔＝22.5秒） 



（参考４）周波数再編アクションプラン（平成24年10月改定版）抜粋 10 

第２章 各周波数区分の再編方針 

Ⅳ．960MHz～2.7GHz帯 
（現在の使用状況）1.5GHz帯携帯無線通信システム、1.5GHz帯MCA陸上移動通信システム、インマル

サット等の衛星通信システム、航空用レーダー、構内無線局、特定小電力無線局、GPSシステム、
PHS、1.7GHz帯携帯無線通信システム、2GHz帯携帯無線通信システム、広帯域移動無線アクセスシ
ステム（BWA）及びルーラル加入者無線をはじめとする多数の無線局により稠密に利用されている。 

基本的な方針 
携帯無線通信システム等の周波数需要に対応するため、1.7GHz帯携帯無線通信システム及
び広帯域移動無線アクセスシステム（BWA）用周波数の拡大など周波数の再編を推進する。 

～（略）～ 
○ BWAによる高速通信を実現するため、システムの高度化及び利用周波数の拡大につ

いて検討。 
～（略）～ 

具体的な取組 
  ～（略）～ 
  ⑤ 広帯域移動無線アクセスシステム（BWA） 
    ・BWAの更なる高度化及び周波数の拡大（2625～2655MHz）のための技術基準を平成24年中に策 

定する。 

 周波数の拡大に関する技術基準及び周波数割当計画の改正については、平成24年10月の電波監理審議会
からの答申を受け、同年12月に制度整備済み。 
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（調査期間：平成24年10月26日～同年11月８日） 

回答提出者 
（50音順） 

(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ ＵＱコミュニケーションズ(株) Wireless City Planning (株) 

(1) 利用を希望
する理由 

○周波数利用効率の高いシ
ステムへ移行等を進めて
いるが、高トラヒックエリア
におけるデータトラヒックの
急増状況が今後も継続す
ることが予測されるため、
早期の周波数利用を希望 

○現行サービスの周波数逼
迫状況に早期に対処する
必要があるため 
○新技術の導入により、周
波数の利用効率の更なる
向上と高速モバイルサービ
スへの強いニーズに対応
するため 

○既存周波数帯の一部に運
用制限があり競争上不利
なため 
○利用者の密集する地域で
高速な伝送速度を今後も
確保するため 
○更なる高速（160Mbps以
上）サービスの導入のため 

(2) 利用を希望
する帯域幅 

20MHz幅（隣接システムとの
ガードバンドを考慮） 

20MHz幅（新帯域で高速
サービスを実現するため） 

10MHz幅（既存の全国バンド
事業者２者に各10MHz幅） 

(3) 利用を希望
する技術と利
用希望時期 

技術：隣接システムへの干
渉影響を踏まえてＢＷＡ
システムを選定（キャリア
アグリゲーション等により
下り専用帯域として使用
することも検討） 

時期：可能な限り早期 

技術：WiMAX Release 2.1（従
来規格との親和性確保と
高速化、TD-LTE方式との
互換性確保によるエコシス
テム構築を目指した規格）
の20MHz幅システム 

時期：平成25年度の早期 

技術：高度化XGPの10MHz
幅システム 

時期：平成25年度 

(4) 基地局整
備の方針 

高トラヒック地域から早期に
基地局整備を進め、その他
地域は、トラヒック状況に応
じて順次エリア拡大を実施 

首都圏から置局を開始し、
可及的速やかに高トラヒック
地域（東名阪地域）を整備し、
極力早期に全国展開を実施 

既存基地局の設置場所を活
用し、高トラヒック地域から速
やかに整備し、その他地域
はトラヒック状況に応じて順
次エリア拡大を実施 

(5) 高速化の
計画 

キャリアアグリゲーションの
活用により高速化が可能
（既存LTE帯域との組合せに
より2x2 MIMOであっても
300Mbpsの高速化が可能） 

新規周波数帯へ利用者移行
が進んだ後、既存周波数帯
でもWiMAX Release 2.1を導
入し、キャリアアグリゲーショ
ンによる高速化を実現 

空間多重技術（2x2 MIMO）
や既存周波数帯とのキャリ
アアグリゲーションによって
160Mbps以上の高速サービ
スを実施 

回答提出者17者のうち、全国で基地局整備を計画している３者の結果を抜粋 
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項目 調査結果 評価結果 

分

布 

状

況

等 

無線局分布 • １,１９２市区町村（全１,７４２市区町村中６８％） • 全国にわたって広範囲に基地局を開設（特に東名阪地域に集中して開設） 

基地局数 
（括弧内はH２２調査時） 

• ４６,７９１（８,１６１）【５.７倍】  
• 屋内基地局を設置 
 ※ 関東では１者が１００局超 

• 認定計画（約３.２万局）どおり適切に開設 
• 屋内基地局の設置数が少なく、更に屋内エリアに展開していくことが必要 

電
気
通
信
役
務
の 

提

供

状

況 

契約者数 
• 約４６５万 
 ※ ＭＶＮＯ:９６％（うちＭＮＯ:７３％） 

• 多数の利用者にＭＶＮＯによる役務提供を実施 
• 今後、ＭＮＯでもあるＭＶＮＯ以外の者に対しても役務提供の拡大を図るこ
とが必要 

有償による役務提供 • インターネット接続サービス 
 ※ＶＰＮサービス、防災・災害対策向けサービス（監視カメラ等）あり 

• 多様な種類の役務提供を実施 

計画進捗 • ２者とも当初計画を達成 • 当初計画どおりに実施 

安
全
・
信
頼
性 

地震、火災、水害、故障対策 • ２者とも全基地局で実施 • 災害・故障時等に備えた適切な対策を実施 

休日・夜間における復旧体制 • ２者とも全基地局で整備 • 適切な復旧体制を構築 

予備電源 • 保有率：３％以下（関東以外は１％以下） 

• 運用可能時間：３時間以上６時間未満  
 ※ 運用可能時間未把握の地域あり 

• 今後、予備電源の保有割合を自主的に引き上げていくことが必要 
• 防災上重要な施設をカバーする基地局は、非常時に長時間運用を可能と
する等の対応が必要 

運

用 

状

況 

最繁時の平均通信量 
（括弧内はH２２調査時） 

• ８２.９Ｇｂｐｓ（３.０Ｇｂｐｓ）【２８倍】 
• １局当たり２.０１Ｍｂｐｓ（０.３６Ｍｂｐｓ）【５.５倍】 
 ※ １契約者当たりのトラヒックは携帯電話の約５倍と推定 

• トラヒックが急増 
• トラヒックは都市部に集中しているが、地域ごとにおけるトラヒックの多寡を
踏まえながら適切に基地局を開設し運用 

電

波

の 

有

効

利

用 

現システムの高度化 • ＭＩＭＯ：２者とも全ての無線局で実施 
• セクター化：１者が都市部でのみ実施（基地局で２３％） 

• 電波を有効利用するための取組を積極的に実施 

今後導入を計画している技術 • ＷiMAX Release 2.1：１者 
• キャリアアグリゲーション：２者 

• 新たな通信システムの導入について検討が必要 

総合評価 

○ 全国ＢＷＡについては、概ね適切に利用されているものと認められる。 

○ 全国でトラヒックが急増しているものの、基地局の増設による対応だけでは一定の限界があり、今後、トラヒックが集中する都市部を中心にトラヒックの増加に対
応できない状況も想定されるため、WiMAX Release 2.1等の新たな通信システムやキャリアアグリゲーション技術の導入等による高度化だけでなく、4x4 MIMOの
導入等により一層の電波の有効利用に取り組むことが求められるほか、早急に新たな周波数の割当てが必要。 

○ 電気通信役務の提供形態がMNOでもあるMVNOに偏重しているため、MNOでもあるMVNO以外の者に対しても役務提供の拡大を図ることが必要。 

○ 利用者利便の向上や局所的なトラヒック対策等のため、屋外エリアへの展開だけではなく屋内エリアについても積極的に展開していくことが必要。 

○ 広く利用される電気通信サービスとなりつつある現状等を踏まえると、予備電源の保有割合を免許人において自主的に引き上げるよう対応することが必要。 

全国ＢＷＡ（免許人：２者）に関する調査結果・評価結果を抜粋 
（調査結果の公表：平成25年３月15日、評価結果の公表：同年４月10日） 


	資料１－①（諮問第１２号）
	資料１－②
	02 電監審説明資料（自己確認拡大）v9
	03 （会見用）電監審説明資料（自己確認拡大）参考資料v12
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5


	資料２（諮問第１３号）
	○

	資料３（諮問第１４号）
	会長会見資料：表紙
	会長会見資料：説明資料




